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金融庁による課徴金納付命令の決定についてのお知らせ 
 

 

2023 年 11 月 28 日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知

らせ」でお知らせしましたとおり、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対

して、金融庁設置法第 20 条第 1 項の規定に基づき、当社に対し 1,200 万円の課徴金納付命令を

発出するよう勧告が行われましたが、本日、金融庁より納付期限を 2024 年 2 月 27 日とする 1,200

万円の課徴金の納付命令の通知を受けましたので、お知らせいたします。 

今後、当社は、課徴金納付命令決定及び納付告知書に従い、課徴金を国庫に納付いたします。 

なお、課徴金の納付に伴い、2023 年 12 月期第 4 四半期決算において 1,200 万円を特別損失

として計上する見込みです。 

 

当社は、この度の事態を真摯に受け止め、2022 年 12 月６日付「過年度の有価証券報告書等の

訂正報告書の提出及び過年度決算の訂正に関するお知らせ」に記載の再発防止策を継続して推

進し、更に管理レベルの向上を図っていく所存です。 

 

株主、投資家の皆様をはじめ関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしてお

りますことを、改めて深くお詫び申し上げます。 
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